
 
 

 

 

 

 

 

アフィリエイトプログラムパートナー同意書  

この同意書は Dig Agency Pty. Ltd （T/A Koor Intercultural Programs and Education）「以下、乙」、乙所有のインター

ネットホームページ「以下、乙-１」、アフィリエイト契約者「以下、甲」、甲運営のインターネットホームページまたは、ブログ「以

下、甲-１」、エンドユーザー「以下、丙」の間に成り立つもので、アフィリエイトサービス（以下本サービス）を利用し乙のサービ

スを甲やその他、独自のユーザー関係を持って販売することを許可するものです。 また本サービスとは、乙が提供するサービ

スに登録した甲との間での任意の合意により、乙のバナー広告を甲―１に掲載し、その広告効果に基づいて甲にコミッション

料を支払う仕組みを提供するサービスをさします。 

 

契約 

1. 甲からの広告掲載に関する契約の申込みを受諾する事により、甲乙の間での掲載契約が成立するものとします。 

2. 甲は、本サービスの契約にあたり、乙が定める届出事項に関して、事実に相違ない情報を乙に届け出るものとします。 

3. 乙は、本サービスの利用に基づく結果に対していかなる保証も行うものではなく、本サービスの機能がウイルスその他有

害な内容を含まない事、セキュリティーが有効である事等について、明示黙示を問わず、保証するものではありません。 

4. 甲乙は、本同意書および本同意書に付随する全ての規約、規則およびそれに準ずるものを遵守します。 

5. この同意書に関する各自の出費や法的費用は双方に支払い義務があるものとします。 

6. この同意書はオーストラリア、ニューサウスウェールズ州の法律に従って監督、解釈、執行され、法による執行を除き、譲

渡できません。 

7. 本規約及び本規約に付随する全ての規約、規則およびそれに準ずるものは、乙の独自の判断により甲の承諾なく変

更・改定を行うことができる事とします。 改定後の本規約も、乙と甲との間の一切の関係に適用されるものとする。 

 

乙の業務、権利、義務 

1. 乙は、自社が契約する学校、ホームスティ、インターンシップなど丙が希望する手配を乙のできる範囲で行い、適時必

要なカウンセリング、手配、決済などの渡航に必要なサービスを全て提供します。 

2. 乙は、乙-1 で公開している価格、サービス内容、規約、内容を事前同意無しに、変更する場合があります。 

3. 乙は、乙自体の運営、もしくは乙-1 に表示される内容に対してのみ責任を負うものとし、乙は乙の運営や乙-1 に関連

した苦情、損害、損失などから甲を保護するものとします。 

4. 乙は、すべての手配に関する経過を記録し、乙は甲-1 からの問い合わせ数、予約申し込み数、予約確定数といった

概要を甲の希望に応じて甲に提供します。 

5. 乙は、社名等タイトル、ロゴ、トレードマーク、サービスマーク、著作権、特許権、所有権等を所有する権利を有します。 

6. 乙は、以下 a-j に定める事項が生じた場合やその他乙の独自の判断により、甲に対して、本サービスの提供及びコミッ

ション料の支払いを拒否する事ができるほか、事前の通知なくして、甲の登録を取り消すことができるものとします。 この

場合、乙は、甲が被る、一切の不利益、損害について、いかなる理由に基づくものであっても一切責任を負いません。 

 

a. 自然災害その他、本サービスのシステム上の不具合、第三者によるハッキング、クラッキング等の一切の妨害行為に起

因した乙の責に帰すべからざる事由に基づき、本サービスの通信環境に不具合が生じ、本サービスの全部又は一部が

停止した場合。 

b. 甲が、公序良俗に違反する内容を含む甲-1 を運営している場合。 

c. 甲が、違法な活動をしているもしくは奨励している甲-1 を運営している場合。 

d. 甲が、他人の名誉を侵害、誹謗中傷する記述を含む甲-1 を運営している場合。 

e. 甲が、著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利ないし保護に値する権利を侵害するか、あ

るいは関連する法規に違反する内容を有する甲-1 を運営している場合。 

f. 甲が、虚偽の情報により登録した甲-1 を運営している場合 

g. 登録者が、個人で、18 歳未満の未成年で甲-1 を運営している場合 

h. 甲が、当規約で合意された事項に反する行為を行ったと乙の判断により認められる甲-1 を運営している場合。 



 
 

i. 甲が、パスワードなどによりロックされ、弊社が随時、無償にてアクセスすることを許可されていないコンテンツを含む甲-1

を運営している場合。 

j. その他、乙がウェブパートナーとしてふさわしくないと判断した場合。 

 

甲の業務、権利、義務 

1. 甲は、この同意書上の条件に基づき、乙のサービス販売促進に同意します。 

2. 甲は、乙が提供する全てのサービスにおいて乙や提携機関によって決められた全ての価格、予約条件、予約行程に同

意します。 

3. 甲は、乙のブランドネームやロゴ、会社名の不法使用、乙の誤解を招くような広告や宣伝活動を行いません。 

4. 甲は、乙-1 に関する開発、運営、メンテナンス、内容に関する苦情、もしくは損失などの責任を乙に追求できません。 

5. 予約手続きに関するすべての問題は乙の責任とし、甲は、丙との会話には立ち入らないものとします。 

6. 甲は、当同意書で決められた報酬を受け取る権利を持ちます。 

7. 広告ソースコードおよび広告データの変更はしません。 

8. 甲は、電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者

への迷惑行為に該当する宣伝行為をしません 

9. 甲は、乙の商品を独占的には販売できない事に同意し、如何なる対象に対しても、自由に提携する事を認めます。 

10. 乙は、乙の独自の判断により、甲に対して、本サービスの提供及びコミッション料の支払いを拒否する事ができるほか、

事前の通知なくして、甲の登録を取り消すことができる事とし、甲は乙の判断に一切の異議を申し立てないものとする。  

 

報酬  

1. 手数料は、下記の計算式で算出した額が、支払われます。 

手数料 = (顧客請求書 – 学校、ホームスティ、各種手配代金などの実費) X 10％-40％ 

2. 支払いはすべて契約時の選択に従いオーストラリアドル(AU$)を送金時の円換算レートで月に 1 回振込みます。 

3. 乙は甲の指定口座へ支払いますが、最低支払い額は小切手の場合は AU$10 以上、銀行振込の場合は AU$500 と

なります。その月の支払額がそれに満たない場合は、繰越となり、最低金額に達した時点でお支払いします。 

4. 送金手続きにおける、銀行手数料などはすべて甲の負担とします。 

5. 予約に対する手数料は、最低金額を越えた場合のみ、毎月 1 日から 10 営業日以内のお支払いとさせて頂きます。 

6. 契約終了の際、支払い金額が、最低送金額以下の場合は没収されます。 

7. デフォルトバナーおよびデフォルト広告の掲載に関しては、広告掲載料およびコミッション料は支払われないものとします。 

8. 甲からの連絡がとれない、もしくはその他のものが遅着し、又は到着しなかった場合など、コミッション料の支払いを行え

ない場合、乙はその責任を負いません。 

9. 乙は、当同意書に違反した甲に対して、コミッション料の支払いを一切拒否する権利を有します。  

 

機密性  

1. 丙の情報は、丙の希望する目的以外のいかなる用途にも使用してはならないものとします。 

2. 甲乙双方とも、書面による事前の承諾なしに、一方に関連すると判断されるデータ作成、出版、流通、許可しないも

のとします。公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではない 

3. 甲乙双方とも、事前の承諾なしに公にまたは第三者に双方関係やこの同意書に記載された取引について公表、発表

をしないものとします。 

 

契約の開始と解除 

この同意書は甲が、アフィリエイトプログラムに登録したその日から効力を発しますが、下記のような事由が生じた場合、甲、

乙双方とも他方に通告する事により、いつでもこの同意解除の権利を有し、速やかにシステム利用の解除を相互に行う事

ができます。。 

1. 甲乙のいずれかが、この同意書に違反し、片方からその違反について記載された改善要求の通知を受け取って 7 日以

内に改善がなされない場合や改善が不可能な場合 

2. 会社の一部または全部が債権者や整理会社などによる手続きが行われた場合など、契約維持が適切ではないと判

断された場合 


